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近現代韓国における郊外住宅雛の変容
一ソウル・大邸での日本統治期土地区画整理事業の実態と戦後の変貌一

主査石田潤一郎*1

委員中川理*2,キムジュヤ*3,北尾靖雅*4

本研究は,1930年代以降,韓国の郊外住宅地がいかにして形成され,どのように変容してきたかをソウルと大郎の土地区画整理

事業地について探ったものである。「京城府」による10地区,「大邸府」による2地区について,その具体的な計画内容を把握し,

そこでの日本人都市計画技術者の理念を解明した。これまであいまいであった戦時中の施行進捗状況を明確にするとともに,戦後

の変容を調査した。その上で,「京城府」西郊の大蜆地区を詳細に調査し,日本人による「外庭・低建蔽率」イメージに基づく計画

が,戦中・戦後の韓国都市の状況と齪酷を来たしていく過程を明確にした。

キーワード:1)朝鮮半島,2)植民地期,3)1930年代,4)郊外住宅地,5)住宅地開発,6)土地区画整理,7)ソウル,8)大邸,9)都市計画
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1.はじめに

韓国併合(1910年)後,朝鮮半島の主要都市は日本人の移住

と農村部からの流入によって,一様にその人口を増加させる。

京城府(現・ソウル特別市)にあっては,1915年に24万lOOO

人であったものが1935年に40万4000人に増え,周辺地域を

編入した翌36年には72万7000人,1942年には111万4000

人に達し,戦前期のピークを迎える。大邸府(現・テグ広域市)

では1925年には7万2000人であったが,1930年に10万1

000人,1935年に10万6000人まで増加する。

こうした人口集中のため,朝鮮半島の都市は恒常的に住宅

不足に悩まされた。1934年の「朝鮮市街地計画令」施行によ

って土地区画整理の手法が導入され,各都市において,きわ

めて広い範囲で区画整理事業の施行とそれによる住宅地形成

が遂行されることとなる。京城府においてはIO個所,大邸府

においては3個所の地域が指定されている。

植民地期の区画整理事業,及びそれを含む都市計画に関す

る研究としては,ソウル市における土地区画整理事業につい

ては浩潮な『ソウル土地区画整理沿革誌』注1)がまとめられ

ている。ただこの書は,性格上,各地区の事業沿革を行政資

料に即して記述するにとどまっている。

最も体系的な研究としては孫禎睦の業績主2>が挙げられる

が,制度面に関心が偏っており,史料的制約もあって計画の
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進捗状況の実態については街区形状以外には言及していない。

その他多くの研究注3)も個別的,あるいは概説的で,その全

体像を知り,歴史的位置を示すには至っていない。日本人研

究者にあっても,西山康雄,越澤明の先駆的業績をはじめ,

研究が進んでいるが,同じく総合的な把握には及んでいない。

ここにおいて,われわれは,京城府と大邸府の土地区画整理

について,その計画理念,手法,施行過程,それが地域に及

ぼした変化,戦後の動向といった論点を解明し,その特質に

ついて考察した。

2.193◎年代の土地区画整理事業の概要

1934年6A20日,朝鮮総督府は,日本国内における都市

計画法と市街地建築物法を統合した性格を持つ「朝鮮市街地

計画令」を制定する。この第43条において「市街地計画区域

内ノ土地二付テハ土地区画整理ヲ施行スルコトヲ得」と定め

られて,日本統治下の朝鮮半島での土地区画整理事業がその

法的根拠を得ることになる。

朝鮮市街地計画令における土地区画整理は,日本国内法の

都市計画法での土地区画整理の規定とは異なり,土地所有者

による施行を前提とせず,不在地主が多いことなどを理由と

して行政による代執行を基本とした。法令上は,所有者から

の自主的な施行を本義として,その申請を待つが,その期間

は1ヶ月程度で,国内法の1年間とは大きな差があった。こ

の期間を過ぎても申請者がいなければ,総督府は自治体に施

行命令を出せることになっていた。実際,以下に見るように,

朝鮮半島におけるすべての土地区画整理は,行政によるいわ

ゆる都市計画土地区画整理として執行されていくこととなる。

以下,本研究の対象地である京城府と大邸府にっいて,土

地区画整理事業の施行経過を概観する注4)。

朝鮮市街地計画令は1936年3月26日に朝鮮総督府告示第

180号をもって京城府に適用されて市街地計画区域が決定す

る。同年4月1日をもって,周辺地域を行政区域に編入し,

京城府の管轄面積は36・18平方キロから133・94平方キロに

拡大する。先の市街化計画区域はこの府域拡張と対応してい

る。同年12月26日,総督府告示第722号をもって府下の街

路網計画と土地区画整理地区30地区,1581万7000坪が決定

される。区画整理地区となったのは,新編入地域のうち,家

屋の密集していない地域,標高70メートル以上の地帯,漢江

河川敷等をのぞいた残りのすべての地域である。これらにお

いて10年間で順次土地区画整理を完了する計画であった。な

お,1939年9月18日に約147万坪を追加し,総計1728万6800

坪(5713万6900平米)となった。

京城府は中心市街地北部の朝鮮人居住区の再開発を企画し

ていたが,分散の受け皿として郊外に住宅地を開発するとい

う方針を立てていた注5)。このことが新編入地域に集中して

区画整理事業を設定した理由であると考えられる。別の見方

をすれば,京城府での区画整理地には基本的には朝鮮人が住

むことが前提となっていたといえる。

ところで1936年4月の時点で朝鮮総督府技師山岡敬介は

京城府の新府域3000万坪のうちに道路用地500万坪を確保す

る方法として区画整理を提案し,「公共地として2割5分乃

至3割の土地を差し引かれても敢えて苦痛ではない」と講演

 しているγま6)。この講演は総督府が区画整理事業に関する2

つの前提を教える。すなわちその役割として宅地造成だけで

なく,道路開削の面を重視していたこと,そのために3割に

及ぶ減歩率が当初から想定されていたこと(目本国内では

1933年に内務省が示した「土地区画整i理設計標準」で民有地

の減歩率は25%を越えないこととされていた)である。

一方,大邸府には朝鮮総督府告示第186号をもって1937

年3A23日に適用され,市街地計画区域を定めると同時に,

3地区,約1353万9300坪の土地区画整理地区を決定する。

その後,京城府においては,1937年2.月20日に朝鮮総督

府告示第96号をもって,先の実施計画に基づき,まず敦岩・

永登浦・大蜆の3地区が指定される。そこでは敦岩・永登浦

の2地の土地所有者に対しては,同年3月20日までの期限で,

また大蜆地区にっいては,同年9A30日までの期限で土地区

画整理施行の認可申請をなすよう,告示をおこなった。いず

れの地区においてもこの期日までに申請者がいなかったため,

前2者に対しては同年3月22日に,大蜆については同年11

月6日をもって,総督名で京城府歩に対して施行が命じられ

た。京城府はそれぞれについて事業計画を立案し,総督府が

これを認可した日から施行に着手するという手順をとる。な

お,事業計画の申請に先立っては,その予算案の承認を得る

べく府会の可決を経ている必要がある。

敦岩には37年10H28日,永登浦にっいては同年IL月12

日に認可が下る。大蜆地区は1938年11月18日に認可される。

1939年1月19日には,番大,漢南,沙斤,龍頭,清原里,

新堂,孔徳の7地区が指定され,前4者は2月15日,後3者
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は6月30目を申請期限とする告示がおこなわれた。申請者が

いなかったため,京城府に対して,前4者には1939年3月

22日に,後3者には1940年3月12日に施行命令が出された。

事業認可日は,漢南が39年11月24日,龍頭が40年1月

10日,沙斤が同年1月12日,番大が1月15日,清原里が10

月21日,新堂が同A22日,孔徳が同月24日であった。

さらに1941年に,総督府は8月に三坂地区約5万9000平

米,9月に新吉地区188万9000平米の施行命令を京城府に出

している注7)。しかし,京城府はこれらの事業計画を立案す

るに至らなかったようである。
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図2-1日本統治期京城府での土地区画整理事業地区注8)

この間,1938年4A1日に京城府は,工営部土木課都市計

画係を市街地計劃課(7月に都市計画課に改称)に昇格させ,

300名近い職員を擁iすることとなる。雑誌『区画整理』1939

年1,月号の新年挨拶に同課員195名が名を連ねており,この

顔ぶれが土地区画整理を担当していたと見られる。

大邸府では,1938年lIHl2日に前記3地区のうちの第一

地区の土地所有者に対し,同年12月31日までに区画整理施

行の認可申請をすべきことを指定したが,申請がなかったた

め,1939年3月14日に,総督府は大邸府サにその施行を命

じる。大邸府は同年7月10日に実施計画を申請し,総督府は

8E31日付をもってこれを認可,大邸府は1940年5月ll

日に工事に着手する。また第三地区に対しては1942年1月

22日に施行命令を下し,大邸府は同年12月30日に実施計画

を申請し,総督府は1943年3月31日付けをもって認可する。

第二地区については地区指定自体がおこなわれなかったと見

られるが詳細は不明で,後究に侯ちたい。

これらの進捗状況については,次章で個別に述べるが,1940

年前後から資材不足と労働力不足によって,著しく工事が遅

延し,ほとんどの地区で当初の竣工期限の延長を余儀iなくさ

れる。京城府・大邸府の場合,街路築造,宅地造成などの工

事が一応の竣工を見たと考えられるものは半数に止まる。ま

た敷地の整理は終わっても,そこに建つべき住宅の建設が進

まなかった。このため,ほとんどすべての区画整理事業地が

多くの空地をかかえたまま,あるいは工事の途上で日本の敗

戦を迎えることとなる。

3.各地区の事業内容と戦後の様相

ここでは,施行認可の早い順に,各地区の事業の概要を述

べ,戦後のありさまを紹介する。ただ,複雑な経過をたどり,

それだけに日本統治期の区画整理事業の特質をよく示すと考

えられる大蜆地区については章を改めて詳述する。

①敦岩注9)この地区は京城府の都心から北東に約4キロ

メートルの位置にあり,小盆地をなし,安岩川(目本統治期の

呼称は城北川)が中央を流れる。区画整理事業の計画地区の面

積は68万3000坪で,すべて住宅地として利用する計画であ

った。京城府では人口7万人からIO万人を想定していたよう

である。また新聞報道では5万戸の住宅が建つとの予測も出

ている。街区は短辺40㍍,長辺100㍍を基本とする。事業費

の予算は232万円である。当地区と永登浦は予算どおりの金

額で竣工したとされる。費用は起債により,全額を土地所有

者から20年年賦で徴収する方式であった。

敦岩地区では既存の集落はある程度除斥地として区画整理

事業の範囲から除外しているが,それでも既存家屋1200戸の

移転が必要となり,37年1L月に仮換地を決定する。39年7

月には移転命令に従わなかった200戸を強制的に取り壊して

いる。減歩率は21.0%であった。

土木工事は合資会社中村組が請け負い,38年6月に契約し

ている。当初の施行命令での竣工期限は1940年3月31日で

あったが,1年延長された。理由として資材の払底とともに

水道の敷設を追加工事としておこなったためとされる。40年

末の段階で96%の進捗度と報告されており,期限までに完成

したものと見てよい。ただ,竣成奉告式は永登浦と合同で

1943年IOAにおこなわれた。遅くなった理由は不明である。

なお44年2月には公設市場が開設されている。

当地区では,39年3月に土地所有者によって土地分譲組合
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を設置して宅地の分譲を開始し,半年で所有地のすべてを売

却したという。なお,京城府は各区画整理事業地を所有者の

委託を受けて販売しているが,1942年9月の時点で,敦岩は

5万坪の未分譲地があり,その価格は最低40円,最低80円

である。これは京城府が販売を斡旋する地域の中での最高価

格であり,民間分譲地と比較しても高額である。

戦後にも若干の工事を必要としたようだが,新たな換地処

分は1946年と49年とにおこなわれて完成を見る。敦岩はこ

のように,戦時体制が深刻化する以前に完成を迎えたため,

戦時期においても韓屋が立地していったようであり,戦後に

は建売業者による都市型韓屋で埋め尽くされることとなる。

西山康雄が報告するように,そこでは長方形の街区を正方形

の画地に割り,細街路・袋路を多く設定することで,中庭型

の韓屋に適合させていた。現在では多くの韓屋がその敷地形

状のまま,4階建て程度の多家口住宅(複数の世帯が階ごとに

居住する小規模集合住宅)に建てかわってきている。

.鰍㌶嚢

図3-1敦岩地区計画平面図図3-2敦岩地区に残る韓屋

②永登浦この地区は京城府の都心部からは漢江を隔て,

南西約8kmの位置にある。1931、2年ごろから紡績業を中心

に工場立地が進んできた地域で,区画整理事業においても工

業地域たることを前提として,街区の基本形状を1辺100㍍

の正方形とするVillo)。ただ15%の住宅地を組み込んでいる。

また完成予想図からは,駅前についてはオフィスビルや商店

が建ち並ぶことを期待していたことが見てとれる。面積は約

159万1000坪と,京城府の区画整理事業地中最大である。事

業費予算は約341万7000円である。37年10.月には仮換地に

進んだと見られる。移転対象住宅はllOO戸であった。減歩率

は平均して23.8%であった。

土木工事は三宅組(第1・2工区)と京城土木株式会社(第3

工区)が請け負い,それぞれ38年10月と同年Il月に契約し

ている。竣工期限は1940年3月末であったが敦岩と同様に1

年延期しており,この期限どおりに竣工したものと見られる。

前述のように43年10月に竣成奉告式が執り行われた。永登

浦でも所有者140名で39年8月に土地分譲組合を結成し,40

年秋までには所有地の3分の2を売却している。先に挙げた

1942年9月時点での京城府による住宅地販売のデータを見

ると,永登浦には10万坪の分譲可能地があり,価格は最高が

70円,最低が13円とされている。また朝鮮住宅営団による

労働者用の規格住宅が41年10Aから翌42年9月ごろにかけ

て659棟建設された。

戦後の換地処分は1946年8Hには終了している。現在も永

登浦は工業地帯でありつづけているが,住宅地部分は高層マ

ンションへの更新が進んでいる。上記営団住宅はよく残って

おり,特異な景観を呈している。

図3-3永登浦計画平面図図3-4旧朝鮮住宅営団住宅

③漢南この地区は京城府中心部から南に約4㎞,南山の

南側斜面に位置する。施行面積は約12万4000坪,予算は62

万8500円であった。当地区は「環境は南山を背ひ,漢江に面

し,景致勝れ(中略)住宅良適の地なり」と見られていた。平

面図でもわかるように,碁盤の目状の街区割りを離れて,地

形に沿った曲線の多い街区設計をおこなっている。減歩率は

約26%であった。京城府郊外の高低差を生かした宅地造成へ

の意欲がよくうかがえる。42年9Hの販売案内では,分譲可

能地は4万坪,価格は最高が60円,最低が23円となってお

り,最高価格は敦岩・永登浦に次ぎ,最低価格は敦岩に次ぐ。

ちなみにそこでは「眺望絶佳」を謳っている。

施工は渡辺組で,契約年月は1940年8月である。竣工期限

は当初は42年12A31日であったが,1年延期された。新た

な期限の43年12月末にはおおよそ竣工したものと見られる。

ただ,戦後,敷地境界の紛争等で換地の確定事務が滞り,換

地処分が完了したのは1965年8月のことであった。
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戦後は外国人が多く住む高級住宅地となっていく。敷地の

合分筆,外構の変更が目立つが,一部に戦前期にさかのぼる

建築も残る。なお,有名建築家3人による設計で知られるリ

ウム美術館はこの地区内にある。

、燃薮,譲霧
臓≧嚢餐簸鳶
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図3-5漢南地区画地計画図注11)図3-6漢南地区街路現状

④龍頭この地区は中心部から東方約5㎞に位置する。漢

江の氾濫圏とみなされ,国の事業で堤防工事を施行するのに

合わせて土地区画整理事業を実施した。施行面積は58万8000

坪,工事予算は109万4000円が計上された。1943年度末を

竣工期限としたが,1年延長されている。施工は関東組がお

こなった。この地区に関しては計画平面図が見出せず,現状

との比較ができないが,換地設計図が残っている一角に関し

ては,街路割が設計どおり完成していることが確認できる。

減歩率は約28%である。図3-7に掲出したのは,1953年の『ソ

ウル都市計画街路網図』注12)(以下『53年街路網図』と略記)

に描かれた龍頭地区である。

土木工事に関して,区画整理事業は43年11月時点で80%

の完成率とされるが,排水工事,遊水池工事はそれぞれ70%,

58%にとどまっている。『日本人の海外活動に関する歴史的調

査』(以下,『海外活動』と略記)では終戦時点での完成度を70%

とする。換地の確定は1964年9月のことである。

当初,「未指定地域として中小工業の発展を期待」しており,

住宅地区は設定していない。戦後も工場が立地したが,都市

型韓屋の建設も進み,またバラック的な狭小住宅も多く建っ

た。現在は多家口住宅への更新が進み,また狭小住宅群地域

は全面的な再開発がおこなわれている。

⑤沙斤この地区は中心部から東方約5㎞,龍頭地区と鉄

道京元線を挟んで東隣に位置する。龍頭地区と同様に漢江の

氾濫圏で,堤防工事と合わせて土地区画整理事業をおこない,

工業地域の造成を図ったものである。認可面積は52万4000

坪,施工面積は53万2000坪,事業予算は36万2000円であ

る。竣工期限は1942年度末であったが,1年延長された。施

工者は不明である。この地区に関しては計画平面図が見出せ

ず,どこまで計画どおりに施工されたか判明しない。『海外活

動』では終戦時点で95%の完成度とする。換地処分の完了は

1967年である。図3-8には龍頭地区と同じく1953年に描か

れた地図を掲げた。

当地区の街区は1辺が100㍍内外の正方形に近い形状を基

本としており,工場立地を前提としていたことがうかがえる。

減歩率は約31%に達する。今日でも大規模な産業施設が存在

するが,高層マンションが目立ってきている。

図3-7龍頭地区 図3--8沙斤地区

⑥番大この地区は都心部から南西約9キロ,漢江の南側

に位置し,永登浦と隣り合う。施行面積は37万1000坪,予

算は46万円である。40年8.月には仮換地が決定し,余剰地

の分譲を開始している。施行は関東組である。竣工期限は

1942年度末であったが,1年延長し,43年度末にはほぼ完成

したと見られる。ただし,換地の確定は1966年まで遅れる。

丘陵地帯であるが,起伏は比較的緩やかで,街区設計でも

地形にしたがった曲線街路や不整形街区を採り入れようと試

みたことがうかがえる。減歩率は28.4%であった。42年9月

時点では分譲可能地は10万坪あり,価格は最高55円,最低

16円となる。現在も住宅地として利用され,敷地は当初の画

地を踏襲するものが多いと見られるが,建築物はほとんど更

新されている。

⑦濟涼里この地区は中心部から東北約6キロメートル,龍

頭地区の北隣に位置する。施行面積は約33万3000坪,事業

費予算は161万IOOO円が計上された。なお,清原里以後の3

地区の事業費はすべて地主の負担金として5年間に分割徴収

した。当地区は元来,農地であったが,京元線東京城駅と京
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春鉄道城東駅に近いため,住宅地化を図り,中央を貫く市街

地計画街路沿いには商店街を形成する想定であった。減歩率

は約28%である。

1945年3月31日を竣工期限としていたが,『海外活動』で

は50%の完成率とする。計画平面図と『1953年街路網図』と

を比べると,幹線道路は計画案に沿っているものの,細街路

は形状の差が目立ち,造成が未完であったことをうかがわせ

る。この結果,孫禎睦が述べるように,他地区にもまして事

業の完了が困難となった。特に,当地区東部は戦後の混乱の

中で建物の乱立と街路形状の改変がおこなわれ,1986年に不

整形な街区のまま換地を確定する。

一方,西部については戦後の建設と思われる都市型韓屋が

多く建ち並ぶ。住宅地から商業地へ地域の性格が変わってき

たために,現在は大半が倉庫に転用されている。

図3-9濟凍里計画平面図注13)図3-10滴涼里西部の韓屋群

⑧新堂この地区は都心部から東約3キロに位置し,南北

方向の谷状をなす敷地である。施行面積は45万8000坪であ

る。中央部には1931年から朝鮮都市経営株式会社が開発して

きた分譲住宅地「櫻ヶ丘」「龍谷」両住宅地約ll万坪があり,

この街路を周辺に延伸していく形で計画された。京城府は事

業の目的として「梢もすれば無秩序なる市街地化せんとする

情勢にあるを以て,之に区画整理を施行し,予め統制を加え」

ることを掲げているが,事業地の相当部分を朝鮮都市経営会

社の所有地が占めており,実質的には櫻ヶ丘住宅地の拡張工

事を京城府の事業として執行したともいえる。

事業費の予算は186万1000円が計上された。1945年3月

末を竣工期限としたが,1942年に敷地のうちの43万7000平

米(約13万2000坪)にっいては換地予定地を指定告示した。

その部分については道路工事・排水工事もほぼ完了したとさ

れる。しかし,残りの100万平米以上の地域については,終

戦時には工事途中だったため,朝鮮戦争後の混乱の中で街

路・街区計画を無視して住宅が乱立した。結局1963年に,計

画の実現を断念して,未成地域を事業地から除外している。

事業が継続された工事完了地についても,換地処分が確定す

るのは1986年である。

事業継続地域となったのは北半の乙支路を挟む部分である

が,除外地域の境界を明確にする資料を得られなかった。麟
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図3-11新堂地区計画平面図

灘
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⑨孔徳この地区は都心部から南西約3km,大蜆地区の南

側に位置する。施行面積は45万3000坪,東西を丘陵に挟ま

れた谷状の地域で,中央を,古くからの港である麻浦へ通じ

る幹線道路が走る。住宅地(街路沿いにっいては商業地)と

して発展することを想定されたが,麻浦周辺の南部について

は未指定地域として中小工業用地とすることが計画された。

工事費は218万6000円が計上された。

1942年6月30日以降44年5月29日まで7次にわたって

約71万平米については換地予定地を指定した。しかし残りの

範囲については,新堂地区同様,工事途中で終戦を迎え,朝

鮮戦争後住宅が密集して計画の完遂が不可能となった。『海外

活動』では孔徳地区の完成率は40%と報告されている。1963

年に北東の山側部分の未成地域を事業から除外し,事業地に

ついては65年に換地処分を終えた。

図3-13孔徳地区計画平面図

讐議
箋難繋1
図3-14縮小後の孔徳地区
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当地区は既存集落および既存の街路を多く含み(移転補償

費37万円はおそらく10地区中の最高額であろう),このため,

計画平面図でも整形の街区を造成するという区画整理本来の

目的は南端の工場用地以外はあいまいである。むしろ事業の

主眼は市街地計画街路の開削にあったことがうかがえる。

引き続いて,大邸府での2地区について概要を述べる。

⑩第一地区注15)この地区は中心市街地から東方約1㎞に

位置し,南北に長いコの字型の平面形状をなす。住宅地形成

を主眼とし,施行面積は約26万坪,事業予算は約25万8000

円である。減歩率は24.4%であった。なお,土地所有者は過

半が日本人である。

1940年5月11日に着工しており,42年3月末が竣工期限

としていたが,換地先への移転に要する資材が不足すること

から工事が進まず,少なくとも2度,期限延期願いを提出し

ている。『海外活動』によれば終戦時点では100%完成してい

たという。計画図と現状はよく一致するが,戦後の道路開削

や工場立地で,南部を中心に変化も見られる。当事業地の住

民の主体は日本人であり,今日でも戦前期のいわゆる日式住

宅が点在する。画地規模が比較的大きく,外庭型の住宅が多

いこともその名残といえる。
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図3-15大邸第一地区施行地図3-16第一地区計画平面図

⑰第三地区この地区は中心市街地から鉄道線路を隔て

た北方にあり,施行面積は20万5400坪,事業費は84万6000

円が計上された。減歩率は26.7%である。東隣には工業用地

が造成され,西側では府による住宅地経営地が建設されてい

た。地区は東半を工場用地,西半を住宅用地と設定される。

竣工期限は1946年度末とされたが,『海外活動』によれば60%

の完成度で終戦を迎えたという。現状は計画平面とほぼ一致

している。

大邸の両地区とも,街区の短辺が,街路心々で36㍍前後と

狭く,かつ20㍍前後の奥行きの短い街区が混じるのが京城府

との顕著な違いといえる。
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図3-一一i7(左)大邸第3地区箆行地(グレー部分)

図3--18(右)第3地区計画平面図

 レ鷺
右下が大邸駅

尋.大醗地区の建設経緯

われわれが日本統治期朝鮮半島における土地区画整理事業

による郊外住宅地の変遷の代表例として注目したのは大幌地

区、すなわちソウル市西郊のデヒョン地区である。同地区は,

10地区中,既存集落の規模が最も大きかったこと,住宅地造

成だけでなく幹線街路の開削も目的としていたこと,戦後に

おける地域の性格の変化が大きかったことなどから,他地域

とは異なり,当初の想定とは異なる性格の地域に変貌する。

大蜆土地区画整理事業の計画区域の面積は約47万8000坪

である。当初の京城府域の西方外側にあり,標高100メート

ル前後の丘陵で隔てられる。地形は,北部に金華山と母岳,

南部に双龍山と老姑山とがそれぞれ東西に列なり,東西約

2.5㎞,南北約0.8kmの細長い谷状の土地であり,蜆職峠の

名が示すように,大きな起伏がある。形成する主たる洞は,

東から,阿規,北阿蜆,大蜆,老姑山,濾川の5つである。

4.1区画整理以前の大蜆地区

地区東端の阿蜆地域は京城府を西から限る丘陵の鞍部であ

り,都心から西方へ向かう通称金浦街道が大蜆地区を東西に

貫いていた。交通の要衝であったが,その一方で,地区東部

は,1920年代までは,市街地内に置きたくない諸施設を設置

する地として扱われてきた。朝鮮王朝期の隔離病院に始まり,

1910年には屠畜場・尿尿処理場が設けられた。1914年には日

本人用の火葬場と共同墓地が設置された。双龍山の東斜面に

も共同墓地があり,北・西斜面には塩里共同墓地2万6500

坪が存在した。また前記のように阿蜆洞の南に接する孔徳洞

には京城刑務所が1911年に設置されている。1931年には浄

土宗系の慈善団体・和光教園による土幕民救済施設約2万坪

が設置された。

1912年に開始された京城府の市区改正事業は,30年以降は
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周辺地域での市区改修事業が中心となり,そのなかで市内か

ら大蜆地区の東縁を通って南下する道路が整備され,そこに

敷設されていた市電が36年には複線化される一方,鉄道京義

線は20年に地区北側に敷設され,同年に新村駅,30年には

阿蜆駅と延禧駅が設置されている。

人口は,阿蜆地域では1929年から39年までの10年間に約

3倍に増え,39年時点での人口密度は7.9坪/人となってい

て,8.2坪/人の新孔徳を抜いて編入域では最高の居住密度を

示すに至る。大蜆地域は35年,北阿蜆地域は36年から目立

って増加し,先の10年間でやはり3倍前後の伸びを見せる。

こうした地区東部での都市化の進行によって,先に述べた

多くの被嫌悪施設は徐々により郊外へ移転が進む。まず,1929

年に火葬場と屠畜場も移転する。ついで1932年には阿蜆共同

墓地が、京城男子公立小学校の阿蜆設置を理由に廃止される。

4.2「大京城』構想のなかでの大蜆地区

都市化が進む周辺地域を編入した「大京城」の構想と,そ

こでの法定都市計画の実施についてはすでに1926年から検

討が進められており,28年の『京城府都市計画調査書』では,

周辺区域への街路敷設計画と土地区画整理事業が検討されて

いる。そこにおいては,大睨地区は阿蜆から西に向けての街

路が設定されている。ただこの街路は,現在の梨大入口付近

で南北に分かれて,一方は新村駅に向かい,他方は双龍山と

老姑山のあいだの鞍部を越えて南行することとなっている。

また幅員も12間以上15間未満の設定である。

1930年の「京城都市計画書」においては,幅28メートル

の大路3類の街路が地域西端の濾川里まで西進し,また大蜆

里と老姑山里で分岐するという実施案に近いかたちが提示さ

れている。老姑山からは唐人里まで大路が連続しており,大

蜆地区を横断する大路は,急速に工業地帯として成長してき

た永登浦への経路として位置づけられていたことが明らかで

ある。なお,この時点では京城府中心部と江南地区は東方に

偏した鷺梁津での鉄道橋とそのさらに東側の人道橋でしか連

絡していない。

京城府市街地計画街路網・土地区画整理地区の決定は1936

年12Aであったが,永登浦内での幹線道路網が35年4月に

京畿道によって決定を見ていたこともあって,西部域での骨

格は早くから固まっていたようで,1935年12月14日の段階

で,『東亜日報』は「唐人→延禧→大蜆,龍山→濾川里間」

の幹線道路の開削計画を報じ,

西部京城が将来の京城の商業中心地となることは確乎不

抜の事実となったといわれる。京城府都市計画課ではど

の区よりも西部京城が真っ先に飛躍的発展を遂げること

を予想して,同地区に対する予定街路網を作成中

と解説している。また1936年3月11日の同紙は,阿蜆里から

新村を経て永登浦北端の堂山里に至る30メートル幅の「大幹

線」,また阿蜆里から老姑山を経て,唐人里に達する道路が

計画されていることを報じる。

正式に決定した市街地計画街路路線においては大路2類14

番線がこれに対応し,阿蜆洞から老姑山洞広場までの1880

メートルを幅員30メートルで通る。今日の新村路である。こ

のほかに大蜆地区内には大路4本,中路6本が設定されてい

た(39年9月18日に大路2類21番を追加)。

以上から,この地域の整備が問題にされるときには,漢江

対岸の堂山里,永登浦までの連絡を見越した幹線街路の開削

が終始重視されていたことがわかる。

4.3土地区画整理事業の立案

前記のように,1937年2月20日に大蜆地区は,第1年度

の土地区画整理事業施行地区として敦岩・永登浦地区と並ん

で発表され,同年11月6日に総督府は京城府に土地区画整理

事業の施行を命じる。これを承けて京城府が事業計画の詳細

を立て,1938年11月18日に総督府の認可を得て,起工の運

びとなる。

区画整理事業の当事者は当地域の計画の目的についてどう

述べているだろうか。岡田貢は1938年12月の時点で

此の地域は西大門から阿蜆,新村,西橋楊花鎮を経て

金浦,又は永登浦に通ずる枢要の地で,土地は概ね山間

高燥の地帯に位する。但し起伏多く最近著しく人口が増

加し,不整形なる宅地が時々刻々其の数を増しつつある

ので,此の儘放置すれば将来交通の不便は申す迄もなく,

保健保安上から憂慮に堪えぬ状態となるのである.(中

略)そこで本地域内を土地の状況に応じ二工区に分ち,市

街地計画街路を基準として補助道路を定め,不整形な各

地番の土地を整理し,形状及高低を整へて各筆共夫々道

路に接せしめ以て理想的住宅地として,将来の発展に寄

与せんとしたのである

と述べている注16)。また京城府技師の高本春太郎も1939年
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9月に「此の地域は主として将来住宅地となるべき所である」

と述べていて,良質な住宅地の供給が主眼であることを強く

主張している。住民層の設定について述べた資料はないが,

それまでの住民構成からして当然朝鮮人が大多数を占めるこ

とが想定されていたはずである。また事業がどれだけの住宅

の立地を想定していたか,計画者側の記事は見出せなかった

が,『東亜日報』1937年6月24日の報道では1万5000戸が

現れると予想されている。

こうした住宅地形成を目的に掲げる言説の他に,『京城都

市計画要覧』では

本地区は(中略)交通上枢要の地点にあるも,地勢起伏多

く未開発のまま委せられ土地の利用完からざるを以て土

地区画整理を行ひ西部発展の関鍵ともいふべき本地区の

開発を為さんが為

であると説明していて,1935年前後の新闘に見られた開発拠

点という位置づけに近いものがある。長郷衛二工務部長も区

画整理事業の目的の一つが西部方面への幹線道路開削である

ことを,1939年9月17日の『京城日報』紙で示唆している。

これらから大蜆地区の区画整理事業は他地区とは異なり,街

路開削をも主眼としていたと見てよい。

工費は2工区の合計で108万6012円が計上された。他2地

区よりも土地の起伏が激しい分,工事費がかかるはずのとこ

ろ,坪単価は永登浦約2.1円,敦岩約3.7円にくらべて,大

蜆は約2.0円と最も低い。高本春太郎によると,日中戦争勃

発のために事業費の圧縮が求められ,宅地造成をおこなわな

かった。事業費の内訳は,道路工事費約32万1000円,排水

工事費約9万2000円,移転補償費約33万7000円などとなっ

ている。移転補償費が他地区にくらべて多いが,要移転棟数

が約2000棟と,他2地区のほぼ2倍を数えたからであろう。

減歩率は第一工区27.6%,第2工区29.1%,全体で28.0%

である。
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図4-1大饒地区計画平面図

尋.尋土地区画整理事業計画の内容

土地区画整理事業計画平面は,前記大路2--14を東西軸とし

て南北両側に1ブロックが40×100メートルを基準とする街

区群を並べるもので,住宅地以外では,学校用地として既設

の阿蜆尋常小学校・京城公立職業学校のほかに2箇所配置さ

れる。公園は18ブロック設定されるが,多くは山頂か山麓で,

住宅地内に置かれるのは5箇所だけである。また,市場とし

て40×40メートル程度の用地が3箇所用意されている。こ

れは北阿蜆町,大蜆町,老姑山町の各集落に対応する。学校・

公園・市場は一応の対応関係を持たされている。なお,「除

斥地」3箇所が存在するが,これらは前記の和光教園,同園

の老姑山の学園部,救世軍救貧施設に対応すると考えられる。

起伏の多い地形であり,また計画街路11本に拘束されてい

るので,永登浦はもとより小盆地の敦岩地区にくらべても街

区配置は整形ではない。ただ,漢南・番大地区のような地形

に従った街区構成をめざす志向はうかがえず,可能な範囲で

直線的な街区構戒を企図したことは明らかである。そのため

1街区の正背で10メートル近い高低差が生じる箇所もある。

4.5換地処分と既存住宅の撤去

1939年3月31日に換地の1次指定がなされ,同年5月31

日付で全部が指定されている。第1工区は5月時点ですでに

換地が決定し,第2工区の換地処分も6月に決定発表された。

しかし減歩率が高いため,『東亜日報』1939年9Al6日に

よると25坪の土地は17坪,15坪の土地は10坪にしか換地

されない事態が生じ,そのような狭小敷地では土幕のような

家しか建てられないという不満が高まったと伝える。

さらに借地人の問題が生じた。大蜆地区内の要移転住戸約

2000戸のうち1200戸余の住宅は借地上に建っており,移転

を命じられても換地される土地がないので,実際には撤去せ

ざるをえなくなった。京城府は39年9A,この月末に着工予

定として阿蜆町200戸に対して11月までの除却・移転を要求

した。この際府は地主層に継続して宅地を貸与するよう勧

告したが不調に終わった。また府は,草葺きの家には100円

余,瓦葺きの家には200円余の移転費を支給した。しかし,

その程度の金額では移転は不可能であるとして,きわめて不
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満が大きかった(『東亜日報』39年9月10日)。

こうした過小画地の問題あるいは借地・借家人へのしわ

寄せの問題は区画整理の宿命であり,日本国内でも1920年代

から問題とされてきた。また,前掲の山岡敬介の講演に対し

ても,都市計画によって立ち退きを余儀なくされる住民が不

可避的に生じる事を問題とする質問が投げかけられている。

既存集落の多くを「除斥地」として扱った敦岩地区でも既述

のように同様の問題を生じていたが,大蜆では幹線道路開削

のために,阿蜆,北阿蜆の密集地に対して換地を行わざるを

えず,より問題が深刻化したといえる。

4.6事業の施行と遅延

大蜆土地区画整理事業の工事を請け負ったのは,第一区が

合資会社関東組であり,第二工区が渡辺土木であった。当初

の工事契約では,第一工区は竣工期限を40年9A20日とし

ていた。しかし40年10月の時点で84%の完成度にとどまり,

以後,41年に入るとさらに工事の進捗が滞る。期限を4回延

長して42年5月31日に完成したものと見られる。

第2工区は当初は42年内の竣工を目指したが,最終的には

43年12月31日を期限とした。完工を伝える直接的な資料は

ないが,おおよそ期限どおりに,土木工事レベルでは完成を

見たものと考えられる。一方,中心街路の大路2類14番の工

事は,やはり渡辺土木の請負で39年9月25日に契約された。

当初の竣工見込みは41年3月31日であったが,最終の見込

みは44年3月31日まで延びている。これについては44年に

開通したと伝えられており,43年11月15日時点で99.8%の

完成度と報告されているので,最終期限に近い時期に竣工し

たと見てよい。

4.7大蜆地区土地区画整理事業の結末

ここまで見たように,区画整理と市街地計画道路建設は土

木工事としては1944年頃に完了したと見られる。1944年2

月3日に北阿蜆に公設市場が設置されており,居住者の新し

い生活が始まっていたことをうかがわせる。しかし,新住者

の住宅の建設は進まず,空地が多かったようである。この理

由について,孫禎睦は1940年12月26日に施行された宅地建

物等価格統制令による土地取引の冷え込みによると説明する

油8)。実際,土地投機を狙っていた者は一時的には「極度の

恐1布と逡巡」注19)に見舞われた。しかし,39年9月18日以

前に取得した土地は自由に価格が設定できたし,それ以降の

取引においても7%の利潤は確保できたので,東京などの状

況から判断しても,不動産需要は長期的には継続したと見ら

れる注20)。41年夏に三坂町・新吉町での区画整理事業が計画

されたこともその傍証となるだろう。住宅が建たなかった最

大の原因は,個別の建設工事が資材の配給を受けることが困

難になったからだと考えられる。

一方で住宅不足はいよいよひどくなっていったから,資材

と労働力の確保を公的に進めるべく朝鮮住宅営団の設立へと

進むことになる。1941年7月1日に朝鮮住宅営団が設立され

ると,8月に総督府は全国主要都市で遊休状態の宅地の調査

を実施し,京城府内8地域(敦岩・大蜆・番大方・漢南・新村・

金湖・上道・永登浦)に全部で72万坪の用地を見出し,これ

らを住宅営団に買い入れさせた。たとえば槍川町で5,141坪

の土地を土地所有者真鍋登より買収しているn2D。また孫禎

睦によると「何百戸かの営団住宅が新村駅前一帯に建てられ

て,日本窒素株式会社等に購入されて社宅として使用されて

いた」という。これらの用地の一部は大韓住宅営団に引き継

がれていき,1949年に新村に営団住宅,1955年に漁川に再建

住宅や希望住宅が建設されている。

太平洋戦争が終結すると,区画整理地区内の日本人所有不

動産は接収され,さらには空地には45年から49年にかけて

北からの避難民,日本・「満洲」などからの帰還者がバラッ

クを建てていった。公園も彼らに占拠されて宅地化した。そ

れらの多くは現在でも公園に復旧できずに高層アパート用地

に移行している。同様に,除斥地であった和光教園の敷地も,

朝鮮戦争の避乱民によって占拠され,そのまま住宅地化して

いる。また1952年の新村路ヘバス路線が開設し,西端の老姑

山ロータリーが終点となる。このことによっても急速に人口

が増大した。こうした転変のために土地所有関係は激変して

しまい,換地処分に決着がつくのは1964年7月8日である。

ただ当地区においては,道路および建築線は明確に保持さ

れていた。不法占拠地以外は,敦岩などと同様,街区の多く

は短辺の4等分にあたる約10㍍四方の正方形画地に区分さ

れて,小規模の韓屋が軒を並べることとなった。

変化はこれに止まらず,地区北方に所在していた延世大・

梨花女子大,南方に新設された西江大がマンモス大学化する

につれて,1970年代以降は学生街としての性格をも強めた。

今日,大蜆地区には,区画整理事業以前の韓屋,事業後の奥
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行き20㍍の背割り線を保つ画地,正方形画地にたつ都市型韓

屋とその後身建物,戦後のバラックとその後身が併存する。
い・顕撫、》、'へへ禦旨

図4-2(左)区画整理以前までさかのぼる商店

図4--3(右)ピルの醗置には当初の背割り繊が窺える

5.京城府・大邸府での土地区画整理事業における「外庭型』

の蹉鉄一一まとめにかえて

「京城市街地計画」は住宅地造成にとどまらず,一方で用途

地域制を用いた土地利用の分化が企図され,他方では公園の増

置と風致保持も企画されて,きわめて総合的な都市整備・都市

経営が目論まれた。事業の進め方においても,前記のように行

政代執行,都市計画土地区画整理という,日本国内では少数例

にとどまっていた手法を採用するほか,近隣住区理論の導入も

見られる。朝鮮総督府及び京城府に集まった都市計画家たちは

こうした総合性において「内地ゴの都市計画の水準から脱却し

つつあるという自信と期待に溢れていた。

では,朝鮮半島の都市計画家たちが「内地」的水準を脱却し

て実現しようとした生活空間像は,具体的にはいかなるものだ

ったのか。大邸第一地区や漢南地区の換地予定図には,日本国

内での換地設計と同様,東西に長い長方形街区を南北に二分し

て,奥行き20㍍内外とし,一方,間口は20㍍内外が最も多く,

狭いものは10㍍以下まで狭まるという傾向が明示される。

また,言説としては以下のような空間像が示されている。京

城府技師の椎名實は起伏の多い京城府の特色を生かした宅地

造成法を検討するにあたって,

一歩表に出つれば道路に面し,裏に回れば山本来の姿をそ

の庭に発見し,眼を外に転つれば隣…家は自然木の間に見

え,住む者をして安住の地たらしむ

ことを目指している注2D。また京城府都市計画課で作成した土

地区画整理事業宣伝のための紙芝居「大地は微笑む」では,「完

成した区画整理の堂々たる文化的郊外地」として,広い庭の中

にたっ小振りな洋風住宅が点在する風景を描く。そして「近代

都市計画の母と云はれている区画整理の完成が(中略)文化と自

然の美しい調和を保たせながら(中略)その日その日の生活を明

朗に,健康に導きつつある」という解説が施される注23)。これ

らの言説が描き出す生活空間が成立するには少なくとも1戸

あたり50坪以上の宅地が必要であろう。

しかるに既述のように大蜆地区では22万7000坪の民有地に

対して1万5000戸の居住を想定している。同じく敦岩地区は

43万7000坪の民有地に対して7万人から10万人の人口を収

容するという設定である。どちらの想定でも1戸あたり約15

坪しか供給できないことになる。実際には敦岩地区では約120

平米の敷地規模が多いが,前記のように大蜆地区では過小画地

が生じ,「このような狭小敷地では土幕しか建てられない」と

いう不満を生んだ。そうした住民の反応には「文化的郊外地」

幻想が振りまかれていた反作用を見ることができよう。

実はこの間題について「朝鮮の建築は(中略)極小の土地にも

合法建築が可能なので,(中略)現在区画整理地区中約三割に近

く,十坪内外の土地が存在するといふ状態である」という指摘

がなされている遡)。西山康雄が明らかにしたように,コート

ハウス形式の近代韓屋は,建蔽率の制限が厳しくても対処しや

すい。戦前期に施行された区画整理事業地には,デベロッパー

によって大量に建設されたと見られる韓屋が多く見出せる。そ

れに対して外庭形の住宅が卓越する地区はきわめて限られる。

この齪酷は,直接的には計画と設計の乖離から生じたといえ

る。だが,そうした,いわば初歩的な食い違いはなぜ起きたの

か。都市計画家たちは,土地区画整理事業という,既成の空間

秩序を完全に変えてしまう強力な手法を実行するために,〈低

建蔽率/洋風住宅/自然〉という「文化的郊外地」イメージを

持ち込んだ。しかし,そのイメージは都市型韓屋を改める必要

を感じない地域住民の住宅観とも,また多くの人口を吸収して

ほしい都市経営上の要請とも折り合わせることができなかっ

た。日本人技術者の手を離れた戦後の区画整理事業地は,「日

式住宅」の残存率が高い地区か,ソウル市漢南地区のように別

の要因で「洋風住宅」が選択された地区以外は,韓屋向けに正

方形に画地を割り直して再出発することとなる。西山康雄のい

う「街区概成型」の淵源の一つは、戦前におけるこうした齪酷

に求めることができよう。
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〈注>

1)ソウル特別市:ソウル土地区画整理沿革誌1984.3(以下,韓国語

文献は適宜日本語訳)

2)孫禎睦の関連する業績としては,日本統治下朝鮮都市計画史研究

(西垣・市岡・李訳),柏書房,2004,12,日帝強占期都市社会相研

究(松田皓平訳),ソウル書林,2005.6のほか,西大門区誌,1992.8,

中区誌1994.11,鍾路区誌,1994.2,ソウル600年史第4・5巻,

1995.7(ソウル特別市史編纂委員会編),ソウル20世紀空間変

遷史(キム・クァンジュン編),ソウル市庁開発研究院,2001.12,

などが挙げられる。

3)韓国人によるものでは,ソウル市域に関しては,金哲弘:ソウル

市の土地区画整理施行地区の市街地形態の変遷と今後の課題,第

20回日本都市計画学会学術研究論文集,1985,pp.313～318キ
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